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Process

Outcome

Structure

  指標の意義
・�感染対策の基本である手指衛生を、順守する目安とする。

  指標の計算式、分母・分子の解釈

各指標の計算式と分母・分子の項目名 分母・分子の解釈

分子 使用量（払い出し量）(ml 単位） 入院外来の実際の使用量を測定するのは困難なため、院内全体
の払い出し量とします。

分母 延入院患者数（24 時在院患者＋退院患者数の合計） 病院規模により使用量は異なるため、延入院患者数を分母とし、
使用割合を算出します。

収集
期間 ３ヶ月毎

調整
方法

  考察
最小値＝0.00　25％値＝3.35　中央値＝5.26　75％値＝7.20　最大値＝12.65
回答病院　71

　中央値が5.26ml/人（2015年＝4.05ml/人）全体的に前年度と比較し使用量は増えています。各院所でのマネジメ
ントする方の活動の成果であると思います。しかし、一般的なスプレー式のアルコール手洗い洗剤は、1プッシュ約
3ml（ジェルタイプは1回量2ml目安）とされており、通常の使用方法は「1プッシュを手に刷り込み、乾燥させる」事で
消毒効果を発揮されますので、平均として考えると1人の患者に対し約2プッシュ分が1日の量として使用されている
事になります。“1行為1手洗い”を基本とするともう少し使用量はあって良いと思われます。製剤によっての異なりや
流水による手洗いの励行が混在しているために、この結果だけでは何とも言えません。使用量については、各院所の感
染予防に対する製剤や実践方法にもよりますが、感染対策の領域では、目に見える汚染が無い限りアルコールによる消
毒が推奨されています。有効な感染予防を実践するには、前述のような考え方を啓発していくことは大切であり、管理
者の働きかけに期待をしています。また、現場への動機付や成果を見るためにも、感染状況や各種サーベイランスのア
ウトカムなどと経年的に比較して行くことも必要と思います。改善事例にもあるように、目標を決めて取り組むことは
成果に繋がり易いと思います。
　全体の使用量は増えていますが、各院所微妙な増減については集積方法の問題や課題はまだまだあると考えられま
す。払い出しルールや担当者を明確にする事でデーターの精度が上がり、このデーターが感染予防の一助になることに
期待をしています。

  改善事例
・��携帯用アルコール製剤の使用を一部病棟で開始し、使用割合の増加に繋がった。
・��個人配布分の個数管理。
・��2015年の実績をQIニュースで職員向けに、前年改善状況や民医連全体の状況を知らせた。手洗い＝手指消毒に関す

る資料の情報提供とアルコール使用状況については考察・�分析を知らせた。
・��感染委員会で報告。
・��年2回手洗い強化週間を設け、遵守への呼びかけを行っている。検温や軽介助の時の手洗いが課題。
・��全職員対象に手指衛生を図る為の研修会を7月に実施、手指消毒キャンペーン（6 ～ 7月）擦式アルコール製剤個人使

用量の精査を行った。
・��携帯式ボトルが導入された。
・��職場毎「総使用量÷述べ患者数」患者1人当たり10mlを目標にして取り組んでいる。

アルコール手洗い洗剤使用割合15
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指標 15 Processアルコール手洗い洗剤使用割合
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